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年　　月　　日　
　殿

身延町長　　　　　　　　　

やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金
交付決定通知書

　　　　年　　月　　日付けで申請のあったやまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金については、身延町やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金交付要綱第7条第1項の規定により、次のとおり交付することに決定したので通知する。

１　補助金の交付決定額は、次のとおりとする。
補助金の交付決定額　　金　　　　　　　　　　　　円

２　補助金の交付の条件等に違反した場合の措置
（１）　次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合がある。
ア　偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき
イ　補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
ウ　認定住宅の認定の取消しがあったとき
エ　認定住宅に係る法令に基づく処分に違反したとき
オ　身延町暴力団排除条例(平成24年身延町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当するとき
カ　その他補助金の交付を不適当と認めたとき)


（２）　補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
（３）　交付決定の取り消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。
（４）　補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

３　建築又は取得した認定住宅に係る認定通知書の通知日から起算して10年(以下「財産処分制限期間」という。)を経過するまでの間は、身延町長の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
















